
①介護（基本）サービス費…ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費の額を
　　　　　　　　　　　　　　　　除いた金額【自己負担額（1割分）】をお支払い下さい。

【従来型個室,多床室を利用した場合】 (1日当たり：円）

介護サービ
ス費

栄養マネジ
メント強化加
算

看護体制加
算

個別機能訓
練加算Ⅰ

夜間職員配
置加算

日常生活継
続支援加算

計
うち介護保険
から給付され
る金額

要介護１ 5,890 110 120 120 280 360 6,880 6,192
要介護２ 6,590 110 120 120 280 360 7,580 6,822
要介護３ 7,320 110 120 120 280 360 8,310 7,479
要介護４ 8,020 110 120 120 280 360 9,010 8,109
要介護５ 8,710 110 120 120 280 360 9,700 8,730

【ユニット型個室（たぶの里）を利用した場合】 (1日当たり：円）

介護サービ
ス費

栄養マネジ
メント強化加
算

看護体制加
算

個別機能訓
練加算Ⅰ

夜間職員配
置加算

日常生活継
続支援加算

計
うち介護保険
から給付され
る金額

要介護１ 7,680 110 120 120 210 460 8,700 7,830
要介護２ 8,360 110 120 120 210 460 9,380 8,442
要介護３ 9,100 110 120 120 210 460 10,120 9,108
要介護４ 9,770 110 120 120 210 460 10,790 9,711
要介護５ 10,430 110 120 120 210 460 11,450 10,305

※上記の加算の他、介護職員処遇改善加算として1ヵ月の介護報酬総単位数×8.3％分、及び介護職員等特定処遇改善

加算として1ヵ月の介護報酬総単位数×2.7％分、介護職員等ベースアップ等支援加算として1ヶ月の介護報酬単位数×

②その他のサービス加算…下記の表により、該当する方は【自己負担額（1割分）】をお支払い下さい。

２．介護保険給付対象外サービス費
①食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費）

第３段階➀ 第３段階②
食　費 ６５０円 １，３６０円

②居住に要する費用（光熱水費及び室料）

第３段階➀ 第３段階②
従来型個室 ８２０円 ８２０円
多床室 ３７０円 ３７０円
ユニット型個室 １，３１０円 １，３１０円

③その他の費用

＊利用料金、サービス内容等について、ご不明な点、質問がございましたらお気軽にお尋ね下さい。

特別な食事の提供 ご利用者個人の希望により、特別な食事を提供したとき 個人要した実費

２，００６円

科学的介護推進体制加算Ⅱ

８２０円 ８２０円

　サービス 内　　　　　容 利用負担額

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ・日用品費
レクリェーション・日常生活用品のうち、ご利用者個人の希望により
提供し、負担いただくことが適当であるもの

個人要した実費

理　髪 毎月第２・４月曜日（理容師の出張による）
丸刈　１，８００円
調髪　２，３００円

貴重品の管理 預金通帳と印鑑、有価証券、年金証書等を管理 １，０００円／月

１，１７１円 ３２０円 ４２０円
    ８５５円     ０円 ３７０円

通常 介護保険減額認定証に記載されている金額
第４段階 第１段階 第２段階

(1日当たり：円）

１，５２０円 ３００円 ３９０円

介護保険減額認定証に記載されている金額通常
第２段階第４段階 第１段階

※その他、外泊時加算、看取り介護加算、安全対策体制加算等があります。

(1日当たり：円）

初期加算

個別機能訓練加算Ⅱ

口腔衛生管理加算Ⅱ １１０円／月

　５０円／月

４００円／月

経口維持加算Ⅱ 経口維持加算Ⅰにおいて行う観察、会議等に医師、衛生士が参加したとき １００円／月

利用者の情報を科学的介護情報システム（LIFE）に提出してフィードバックを受
け、PDCAサイクル・ケアの質の向上に取り組んだとき

新規入所から30日間（病院に30日以上入院し、再び入所した場合も）

個別機能訓練加算Ⅰの要件に加え、内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能
訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用したとき ２０円／月

３０円／日

口腔衛生の管理体制を整備し、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が、口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、口腔衛生等
の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理
の実施に当たって、必要な情報を活用しているとき

　　　　　　　　　　　介護老人福祉施設利用料金表　（令和６年４月１日より）

特別養護老人ホームつまま園
１．介護保険給付対象サービス費…介護保険負担割合証が1割の方の金額を表示

内　　　　　　容 自己負担額（１割分）

1.6％分をご負担頂きます。

個別機能訓練加算Ⅲ

個別機能訓練加算Ⅱ、口腔衛生管理加算Ⅱ、栄養マネジメント強化加算を算定
し、理学療法士等が個別機能訓練計画の内容等の情報を相互に共有し、必要に
応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間
で共有しているとき

２０円／月

療養食加算 医師の指示に基づく療養食（糖尿病食等）を提供したとき 　　６円／回

経口維持加算Ⅰ
医師等の診断により嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し特別な管理をし
たとき


